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令和８年度（２０２６年度）

前期(特色)選抜入学志願者募集要項
熊本県立東稜高等学校（全日制）
〒８６２-０９３３ 熊本市東区小峯４丁目５番１０号

ＴＥＬ ０９６－３６９－１００８
ＦＡＸ ０９６－３６９－７１１６

前期 (特色) 選抜では、以下の観点を重視して選抜します。

重 視 す る 観 点

１ 国際コース
Ａ方式 次の①～③のすべてに該当すること。

① 基本的な生活習慣を身に付け、基礎的な学力を有する。
② これまで学び、体験したこと（総合的な学習の時間、ボランティア活動、部活動等）を発展拡充
させようとする意欲が高く、明確な目的意識を持って学校生活を送る意志を有する。

③ 特に外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうと
する態度を有し、英語検定、スピーチコンテストなどに積極的にチャレンジしようとする姿勢を有
する。
Ｂ方式 次の①～④のすべてに該当すること。

① 次のア～ウのいずれかに該当する海外帰国生徒等で、Ｂ方式による受検を希望する者のうち、配
慮が必要と認められる者。
ア 中国等帰国生徒で、原則として、帰国後小学校（義務教育学校及び特別支援学校小学部を含
む。）４年以上の学年に編入学した者、又は帰国時すでに学齢を超過していてわが国の小・中学
校（義務教育学校、特別支援学校小学部及び中学部、中等教育学校前期課程を含む。）に編入学
できなかった者で、令和２年（２０２０年）４月１日以降に帰国した者。
イ 外国人生徒で、原則として、入国後小学校（義務教育学校及び特別支援学校小学部を含む。）
４年以上の学年に編入学した者、又は入国時すでに学齢を超過していてわが国の小・中学校（義
務教育学校、特別支援学校小学部及び中学部、中等教育学校前期課程を含む。）に編入学できな
かった者で、令和２年（２０２０年）４月１日以降に入国した者。
ウ 海外帰国生徒で、原則として、過去に、在外教育施設（日本人学校等）以外の学校に引き続き
１年以上在学し、かつ、令和５年（２０２３年）４月１日以降に帰国した者。

② 基本的な生活習慣を身に付け、基礎的な学力を有する。
③ これまで学び、体験したことを発展拡充させようとする意欲が高く、明確な目的意識を持って学
校生活を送る意志を有する。

④ 特に外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうと
する態度を有し、英語検定、スピーチコンテストなどに積極的にチャレンジしようとする姿勢を
有する。

２ 理数コース
次の①～③のすべてに該当すること。

① 基本的な生活習慣を身に付け、基礎的な学力を有する。
② これまで学び、体験したこと（総合的な学習の時間、ボランティア活動、部活動等）を発展拡充
させようとする意欲が高く、明確な目的意識を持って学校生活を送る意志を有する。

③ 特に自然科学に興味・関心を持ち、数学・理科に関する幅広い知識を有し、科学展、理科コンテ
スト、数学検定などに積極的にチャレンジしようとする姿勢を有する。

１ 募 集 人 員

①国際コース 募集定員（４０人）の５０％（Ｂ方式は、その内若干名）
普通科

②理数コース 募集定員（４０人）の５０％

２ 通 学 区 域 等
①国際コース、②理数コースの通学区域は県下全域とする。通学区域外（以下、「学区外」という。)
となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、①国際コースと②理数コースをあわせた募集人員の
５％（２人）以内とする。
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３ 出 願 資 格
入学を志願できる者は、次の(1)、(2)をともに満たしていることを在学又は出身中学校等の校長が確
認した者で、かつ、(3)～(5)のいずれかに該当する者とする。
⑴ 先に示した本校が重視する観点を理解し、希望する者
⑵ 合格した場合は、必ず入学する者
⑶ 中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６
年）３月に卒業見込みの者

⑷ 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
⑸ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学力が
あると認められた者
（以下、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を「中学校」という。）

４ 出 願 期 間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
出願期間は、令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午までとする。
志願者がインターネット出願システムにおける出願サイト（以下、「出願サイト」という。）への所

定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、在学する中学校長又は出身中学校長（以下、「出
身中学校長」という。）が、インターネット出願システムにおける中学校等用の出願管理サイト（以下、
「中学校等専用サイト」という。）を通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。
また、出願に係る書類（様式５及び２１）の提出については、当該期間の毎日午前９時から午後４時

までとし、最終日は、正午までとする。なお、郵送による場合は、１月２２日（木）までの消印のある
ものに限り受け付ける。

５ 出 願 手 続 等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
⑴ 志願者情報等登録

志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）１月２３日
（金）正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

⑵ 出願手続
ア 出願者による手続

出願者は、次の(ｱ)～(ｵ)を出身中学校長を経由して本校校長に提出すること。なお、(ｱ)～(ｳ)に
ついては、上記⑴において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出されるため紙
媒体の提出は不要。なお、出身中学校長は、国際コース Ｂ方式 による受検を希望する者、及び
障がい等があるため、通常の方法により受検することが困難と認められる者が志願する場合には、
出願前にすみやかに本校校長へ連絡し、出願に当たってはそれぞれに該当することを証明する資料
を出願書類に添付すること。また、(ｶ)については、出願サイトを通じて納付する。
(ｱ) 入学願（前期（特色）選抜）（本校所定の様式）
ａ 学区内、学区外の確認が必要なコースを除く普通科に出願する者は、入学願の「保護者」の
「氏名」及び「生活の本拠」欄を、記入すること。それ以外の学科・コースに出願する者につ
いては、入学願の「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄の記入を要しない。

ｂ 入学願の「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、次のとおりとする。
(a) 「生活の本拠」欄は番地等の記入を要しない。
(b) 事情がある場合は記入を要しない。なお、出身中学校長は出願期間内に本校校長に説明する
こと。

ｃ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づいて責任ある証明を
しなければならない。なお、４の承認をもって証明に代えるため、出身中学校長の職印は要しな
い。

ｄ 本校の学区外の中学校出身者で、通学区域内(以下、「学区内」という。) として出願する者は、
保護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明できる書類を出願期間内に文書で提出しな
ければならない。

ｅ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、本校校長は、出願した者に対し、その保
護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明する書類を提出させることがある。

(ｲ) 受検票（様式３）
(ｳ) 写真票（様式４）

上記⑴において、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真票用データとし
て登録（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和７年（２０２５年）９月以降に撮
影したもので、脱帽、正面、上半身のものとする。

(ｴ) 自己申告書（様式５）
ａ 出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出することが
できる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出することができる。

ｂ 自己申告書（様式５をコピーして使用しても可。）は、出願者本人が記入する。
ｃ 自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手は不要。）
を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中学校名、氏
名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。

ｄ 出身中学校長は、自己申告書が提出された場合、これを調査書等とともに、本校校長に提出
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すること。
(ｵ) 県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）

県外中学校出身者で熊本県立高等学校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願についての証明書を
添付しなければならない。

(ｶ) 入学者選抜手数料
入学者選抜手数料（２,２００円）を、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年

（２０２６年）１月２３日（金）正午までに出願サイトを通じて納付する。
なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び事務手数

料は理由のいかんを問わず返付しない。

⑶ 出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)のほか、令和８年度（２０２６年度）熊
本県立高等学校入学者選抜要項に基づいて作成した次の書類を、令和８年（２０２６年）１月２０日
(火)から１月２３日（金）までに、本校校長に提出しなければならない。受付時間は、午前９時から
午後４時までとし、最終日は、正午までとする。
ア 調査書（様式６）
イ 成績一覧表（様式７）

⑷ 県外中学校出身者で本校に出願する者は、⑴及び⑵に示した手続きに加え、県外公立高等学校入学
志願についての証明書（様式２１）を添付して、本校校長に提出すること。
なお、当該出願者の出身中学校長は、上記⑶のイの成績一覧表（様式７）を、令和８年（２０２６
年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目
１８番１号、熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校校長に、各１部提出すること。
なお、詳細については、令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項の「Ｖ 県外
からの出願及び県外への出願の手続き」を参照のこと。

⑸ 出願は、公立学校のうち、１校１学科・コース限りとする。第２志望を申し出ることはできない。
⑹ いったん出願した場合は、変更はできない。
⑺ やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から
１月３０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け
出なければならない。

(7) インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない志願
者は、本校に問い合わせること。

６ 選 抜
(1) 実 施 日 令和８年（２０２６年）２月２日（月）
(2) 検 査 場 熊本県立東稜高等学校 熊本市東区小峯４丁目５番１０号

（案内図参照）
(3) 集合時刻 午前９時
(4) 集合場所 本校体育館
(5) 検査内容
ア 国際コース

Ａ方式 英語を中心とした個人面接 (１０分程度)
Ｂ方式 作文 (５０分、４００字程度)、日本語及び英語による個人面接 (７分程度)

イ 理数コース
検査１（４０分） 理科への興味・関心と理科的思考力を問う問題
検査２（４０分） 数学への興味・関心と数学的思考力を問う問題

(6) 具体的な選抜方法等（選抜資料の取扱い等）
ア 国際コース

Ａ方式 は、個人面接 (５割)、調査書（５割）
Ｂ方式 は、作文 (２割)、個人面接 (３割)、調査書（５割）

イ 理数コース
独自問題（５割)、調査書（５割）

(7) 受検者の携帯品
ア 受検票、筆記用具、消しゴム、定規、コンパスを持参すること。ただし、三角定規、分度器付き
定規、分度器付きコンパス、分度器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時
計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を欠
くものの検査を実施する教室への持ち込みは許さない。（検査を実施する教室には時計は置いてあ
りません。）

イ 昼食（国際コース受検者のみ）
ウ 上履き、靴を入れるためのビニール袋

(8) その他
入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後であって

も、その合格を取り消すことがある。
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７ 選抜結果の通知等
選抜結果は、令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、本校校長から出願者の出身中学校長に通知
（様式８）するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（様式９）する。
ただし、手交による選抜結果の通知を希望する学校にあっては、出願者の出身中学校長又は代理者に

手交すことができる。
なお、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展

便にて返却する。

８ 合 格 者 の 発 表
令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検番号で発表
する。本校での掲示の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については熊本県教育委員会
のホームページに掲載する。電話等による問い合わせには一切応じない。

９ 合 格 者 の 招 集 (保護者同伴)
(1) 日 時 令和８年（２０２６年）３月２４日（火）午後の予定 ※時間については後日学校

ホームページに掲載する。
(2) 場 所 本校体育館
(3) 持参物 筆記具、印鑑、教科書等代金（後日連絡）、上履き、靴を入れるためのビニール袋等
(4) その他 芸術選択や入学に関する重要な連絡及び確認を行うので、欠席や遅刻をしないこと。

なお、当日正当な理由なく無断で欠席した場合は、合格を取り消すことがある。

10 そ の 他
(1) マスクの着用にあたっては、文字や地図等がプリントされているものや、音が出る等、他の受検者
に影響を及ぼす機能のついたマスクの着用は認めない。

(2) この入学志願者募集要項に記載のない事柄については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立
高等学校入学者選抜要項」によるものとする。

(3) 今後、変更等が必要となった場合は、県内の各中学校長に別途通知するとともに、本校のホームペ
ージ（https://sh.higo.ed.jp/touryo/）で周知する。

《案 内 図》

〈交通アクセス〉
桜町バスターミナルから都市バスで約３０分
都市バス小峯営業所バス停から徒歩で１５分
水前寺駅から都市バス東稜高校前まで１５分


